
船舶事故等調査報告書 

平成２４年３月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１１広第２０９号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２３年１１月８日 １２時３０分ごろ 

発生場所 山口県柳井
やない

市沖の大 畠
おおばたけ

瀬戸 

 周防大島町所在の大磯
おおいそ

灯台から真方位２５５°５５０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５７.２′ 東経１３２°１０.３′） 

事故等調査の経過  平成２３年１２月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船 うるめ、１３６トン 

   １４１２５４、月星海運株式会社、株式会社コマツマリン 

Ｂ バージ うるめ一号、不明 

   なし、所有者不明 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、四級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首船底に損傷 

Ｂ 船底に擦過傷 

 事故等の経過 Ａ船は、船長ほか３人が乗り組み、船首約５.０ｍ、船尾約５.２ｍの喫

水で、無人で鋼材約１,８７０ｔを積載して船首約４.０ｍ、船尾約４.２ｍ

となったＢ船を押して（以下「Ａ船押船列」という。）大畠瀬戸を北進し

た。 

Ａ船は、大きく右転する変針予定場所付近を航行中、前方の漁船に意識

を向けて航行し、大角度の右転ができずにいたところ西流の潮流により圧

流され、平成２３年１１月８日１２時３０分ごろＡ船押船列が浅瀬に乗り

揚げた。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の末期、潮流 約３ノットの西流 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

Ａ船押船列は、大畠瀬戸の変針予定場所付近を

北進中、船長が前方の漁船に意識を向けて予定ど

おりの変針を行わなかったことから、潮流により

圧流されて大磯灯台西南西方の浅瀬に乗り揚げた

ものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船押船列が、大畠瀬戸の変針予定場所付近を北進中、船長

が前方の漁船に意識を向けて予定どおりの変針を行わなかったため、潮流

により圧流されて大磯灯台西南西方の浅瀬に乗り揚げたことにより発生し

たものと考えられる。 

参考  船長は、本事故後、水路が狭い上、流れの速い場所を通航しないように

した。  




